
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
及
び
有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
の

一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
持
株
会
）

（
持
株
会
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
「
被
支
配
会
社
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

３

第
一
項
の
「
被
支
配
会
社
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

会
社
を
い
う
。

会
社
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

（
新
設
）

を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

４

（
略
）

４

（
略
）
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二

有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
場
合
）

（
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接

２

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接

に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
会
社
を
い
う
。

か
に
該
当
す
る
会
社
を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

二

前
号
の
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え

を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

三

前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

（
新
設
）

を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

３

（
略
）

３

（
略
）

４

令
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
各
号
及
び
前
項
第
一
号
の
場
合

４

令
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
各
号
及
び
前
項
第
一
号
の
場
合

に
お
い
て
上
場
会
社
等
又
は
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
会
社

に
お
い
て
上
場
会
社
等
又
は
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
他
の
会
社
が
保
有
す
る

が
保
有
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
重
要
事
実
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

（
重
要
事
実
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

第
五
十
九
条

（
略
）

第
五
十
九
条

（
略
）

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接

に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
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か
に
該
当
す
る
会
社
を
い
う
。

か
に
該
当
す
る
会
社
を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

二

前
号
の
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え

を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

三

前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

（
新
設
）

を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

３

（
略
）

３

（
略
）

４

令
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
各
号
及
び
前
項
第
一
号
の
場
合

４

令
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
各
号
及
び
前
項
第
一
号
の
場
合

に
お
い
て
上
場
会
社
等
又
は
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
会
社

に
お
い
て
上
場
会
社
等
又
は
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
他
の
会
社
が
保
有
す
る

が
保
有
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
公
開
買
付
け
等
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

（
公
開
買
付
け
等
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

第
六
十
三
条

（
略
）

第
六
十
三
条

（
略
）

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
当
該
会
社
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
当
該
会
社
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配

し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

会
社
（
上
場
会
社
等
を
除
く
。
）
を
い
う
。

会
社
（
上
場
会
社
等
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

二

前
号
の
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え

を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

三

前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

（
新
設
）

を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

３

（
略
）

３

（
略
）

４

令
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
各
号
及
び
前
項
第
一
号
の
場
合

４

令
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
各
号
及
び
前
項
第
一
号
の
場
合
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に
お
い
て
公
開
買
付
け
等
に
係
る
上
場
等
株
券
等
若
し
く
は
上
場
株
券
等
の
発

に
お
い
て
公
開
買
付
け
等
に
係
る
上
場
等
株
券
等
若
し
く
は
上
場
株
券
等
の
発

行
者
で
あ
る
会
社
又
は
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
会
社
が
保

行
者
で
あ
る
会
社
又
は
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
他
の
会
社
が
保
有
す
る
議
決

有
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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